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衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
広
島
県
第
三
区
選
挙
長
告
示
第
二
号 

 
平
成
二
十
一
年
八
月
三
十
日
執
行
の
衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
広
島
県
第
三
区
に
お
い
て
、
候
補

者
届
出
政
党
及
び
候
補
者
か
ら
の
届
出
に
係
る
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
を
定
め
る
く
じ
を
行
う
場
所
及

び
日
時
を
、
次
の
と
お
り
定
め
る
。 

 
 

平
成
二
十
一
年
八
月
十
八
日 

 
 
 
 
 
 
 

衆
議
院
小
選
挙
区
選
出
議
員
選
挙
広
島
県
第
三
区
選
挙
長 

椎 
 

木 
 

タ 
 

カ 

一 

候
補
者
届
出
政
党
及
び
候
補
者
か
ら
届
出
の
あ
っ
た
選
挙
立
会
人
と
な
る
べ
き
者
が
十
人
を
超
え
る

と
き
及
び
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
候
補
者
の
届
出
に
係
る
者
が
三
人
以
上
あ
る

と
き
の
く
じ
は
、
広
島
県
庁
に
お
い
て
平
成
二
十
一
年
八
月
二
十
八
日
午
前
九
時
に
行
う
。 

二 

前
項
に
よ
り
選
挙
立
会
人
が
定
ま
っ
た
後
、
同
一
の
政
党
そ
の
他
の
政
治
団
体
に
属
す
る
候
補
者
の
届

出
に
係
る
選
挙
立
会
人
が
三
人
以
上
と
な
っ
た
と
き
の
く
じ
は
、
広
島
県
庁
に
お
い
て
平
成
二
十
一
年
九

月
一
日
午
前
九
時
に
行
う
。 

  


